
世界はプロパテント時代からプロイノベーシ

1 ．はじめに

ョン時代へと大きくシフトしつつある。知的財

産管理もその動きに合わせて当然軌道修正が必

要になるが，その機軸とすべきものは特許情報

である。世界中で毎年新たに蓄積される特許出

願件数は，今や166万件（2005年時点）に達し

ている。この膨大な権利と技術情報の宝庫から

効果的に情報を引き出して解析し，持続的成長

可能な企業戦略を構築するための羅針盤とする

ことは，知的財産に携わる者の企業経営に対す

る責務であろう。

本稿ではその観点から，以下の順で「イノベ

ーションを加速するための特許情報解析」につ

いて解説を進めたい。
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１）プロパテントからプロイノベーションへの

シフトにより，知的財産担当者の果たすべ

き役割が一層大きくなっていることを確認

した上で，

２）その役割を果たす上で，特許情報をどのよ

うに収集・分析して，プロダクト・イノベ

ーション及びビジネスモデル・イノベーシ

ョンにつなげていくかを解説し，

３）ビジネスモデル・イノベーションのための

特許情報解析の手法及びプロダクト・イノ

ベーションのための特許情報解析の手法を

解説する。

３）に述べる手法は，筆者等が大学，企業，

研究会等における教育・訓練活動の中で演習と

して実施した内容をベースにしたものであり，

読者諸氏にMOT（Management of Tech-

nology，技術経営）教育の一環として実践して

頂きたいと考えているものである。なお，MOT

とは，「技術を事業の核とする企業・組織が次

世代の事業を継続的に創出し，持続的発展を行

うための創造的，かつ戦略的なイノベーション

のマネジメント」であり，プロパテント政策と

並んで，米国産業を1980年代後半から1990年代

にかけて復活させた原動力として評価されてい

るものである１）。

10年前に喧伝された「プロパテント」に代わ

って，今や，「プロイノベーション」という言

葉が人口に膾炙されている。

イノベーションなる概念を最初に経済学の分

野に取り込んだのは，J.A. シュンペーターであ

るが，彼はイノベーションを，「市場を沈滞状態

からシフトさせるドライビングフォース」とし

2．1 プロパテントからプロイノベーショ
ンへのシフト

2 ．プロイノベーション時代の特許情
報の役割

て定義しその類型として次の５つを提示した２）。

① 新しい製品の創出と実現

② 新しい生産方法の導入

③ 新しい販売市場の開拓

④ 新しい仕入先の獲得

⑤ 新しい組織の実現

したがって，イノベーションは往々にして日

本語で「技術革新」と訳されるが，決してその

枠には収まらない，事業活動の全領域にわたる

広い概念であると理解しておく必要があろう。

2004年12月に「パルサミーノ・レポート」

（Innovate America）３）が発表された。このレ

ポートは，「イノベーションこそが米国の21世

紀における成功を決定付ける唯一の最も重要な

要素となる。」とした上で，人材，投資，イン

フラの三つの観点から，米国がイノベーション

能力で世界的リーダーの地位を維持するために

何が必要かを提示したものである。プロパテン

ト化で一旦の成功を収めたものの，急速に台頭

するNIES/BRICs４）によって再び競争力にかげ

りの出てきた米国経済をより一層発展させるた

めの処方箋が，もはやプロパテントではなくプ

ロイノベーションであることをこのレポートは

宣言したものといえる。

プロパテント化の潮流の中で，日本の知的財

産関係者は，特許出願及び権利化を中心とする

知財管理から，いかにビジネスに役立つ知的財

産権を構築し活用するかという戦略的な業務に

シフトすることを要求されてきたのであるが，

プロイノベーションの時代には，その視点をさ

らに広げて，プロダクト・イノベーションに留

まらず，ビジネスモデル・イノベーションを視

野に入れながら業務を遂行していくことを要求

されているということが出来よう。

（1）日本経済の低迷

1980年代の初めから末にかけて，日本経済は

2．2 プロイノベーション時代の競争モデル
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「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と謳われ，

世界最強の競争モデルと恐れられた。そのモデ

ルは，1950～60年代に海外からの技術導入と低

賃金で築き上げた産業基盤，年功序列・終身雇

用制に支えられた生産革新運動，国内市場での

熾烈な企業間競争等を通して構築されたもので

ある。それが一挙に崩れたのは，1985年のプラ

ザ合意による急激な円高と1990年代初めのバブ

ル崩壊であり，それに追い討ちをかけたのがプ

ロパテント化であると言えよう。さらに昨年の

リーマンショックを契機とする金融危機によっ

て，輸出依存国である日本は殊のほか大きな打

撃を受け，欧米先進国，NIES/BRICs諸国に比

べても回復の速度が鈍い。

（2）国際標準化の影響

それでは日本は，これまでに築き上げた技術

力をベースに，知的財産の創造・保護・活用と

いわれる知財創造サイクルをしっかりと回して

いけば，立ち上がっていけるのか？　この問題

を考えるに当って，格好の事例となるのが，2000

年代の先端エレクトロニクス産業の経験である。

図１５）は，国際マーケットでDRAMメモリ

ー，液晶パネル，DVDプレイヤー，太陽光パ

ネル，カーナビに関する日本企業のシェアが急

速に落ち込んだ様子を示している。これは，日

本企業が技術力において，諸外国に負けたため

であろうか？　図２６）は，液晶における日本企

業の特許権取得状況を示したものであるが，日

本においても米国においても日本企業は特許権

取得数において圧倒的な優位に立っており，決

して技術面あるいは特許取得面で劣っているわ

けではない。これは他の技術領域についてもほ

ぼ同じ状況である。

それでは日本は，これらの商品がグローバル

市場に拡大するに当って大きな役割を果たした

とされる国際標準化活動において立ち遅れたの

であろうか？　表１７）は，「DVDフォーラム」

（DVDの規格策定及び普及拡大を目的とする標準

化組織）における企業別・国別ライセンス特許

件数を示したものであるが，ここでも日本企業

は圧倒的なシェアを示しており，決して日本企

業は国際標準化活動に立ち遅れたわけでもない。
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表１　DVDフォーラム関連のライセンス特許件数

図２　液晶パネルに関する特許権の取得状況

図１　先端技術領域での日本企業の国際マーケッ
トシェア
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この事例は，プロイノベーションの時代にお

いては，いい技術を開発し，それを知的財産権

によって保護し，標準化の結果それが幅広く市

場に受け入れられたとしても，それが単純には

自社のシェアの確保や事業収益の拡大に繋がら

ないことを示している。逆に，標準化によって

技術がモジュラー化（規格化）され，高度の生

産技術を持たない企業でも部品さえ購入すれば

一定品質の製品が作れるようになると，NIES/

BRICs諸国が生産に参入する結果，一気に市場

価格が下がり，高い開発投資負担と高い労務費

を抱えている日本企業は太刀打ちが出来なくな

ることを示しているのである。それでは標準化

を阻止して，NIES/BRICsの参入を防げば事態

は改善するのだろうか？　おそらく日本企業が

標準化活動に参加しなければ，日本企業を排除

する形で標準化が進行し，その結果事態はさら

に悪化したであろう。

このような状況が出来上がった背景には，

1995年のWTO/TBT協定（Technical Barriers

to Trade：貿易の技術的障害に関する協定）８）

の締結がある。WTO/TBT協定は，1970年代

以降，欧州で推進されてきた国際標準化の流れ

を世界に広めるために大きな役割を果たした。

WTO/TBT協定下では，各国は国内標準を定

める際，もし国際標準が存在する場合にはそれ

に準拠することが求められている。そのため，

各国の企業は輸出に際し，各国ごとの国内基準

に合わせて製品を作りかえることが不要になっ

たとともに，国内標準に合致しない自国独自の

製品の輸出は困難になるという事態がもたらさ

れたのである。

（3）新しい競争モデル構築の必要性

さて，DVD，液晶パネル，DRAMメモリー，

太陽光発電パネル，カーナビ等はいずれも前述

の通り，「モジュラー型の製品」である。一方，

これらの製品の部品群は，「擦り合わせ型の製

品」（部品を相互に調整しなければ完成品をつ

くることができない製品）が多い。例えば，

DVD用の光ピックアップ，エアコン用のコン

プレッサー，カラーTV用のIC/LSI，電子レン

ジのマグネトロン等がそれであり，これらの製

品に関する日本企業のシェアはいずれも高い水

準を維持している。つまり，標準化すなわちオ

ープン化すれば普及は早いがNIES/BRICs等の

参入のため激しい価格低下に見舞われる。一方，

オープン領域の周辺で擦り合わせ型の製品を展

開すれば，技術の急速な拡散を防ぎつつ収益の

維持拡大が可能となるのである。

国際標準化は経済のグローバリゼーションの

中で，これからも加速的に進展していくことが

必至である。その国際標準化の奔流の中で，自

社は，原料・部品・部材から完成品に至る国際

的な事業の連鎖においてどの段階の事業を担当

するのか，そのためには誰と研究開発を協業し，

誰と生産・販売活動を分業するのか等を戦略的

に判断し，利益を継続的に維持することができ

るビジネスモデルを構築していかなければこれ

からの国際市場で生きていくことは出来ない。

このようなビジネスモデルの構築に当って

は，精緻な特許情報の解析を行い，誰と協業し

誰と分業し，あるいはどこをオープン化しどこ

をクローズド化するのが適切なのかを，経営者，

研究者，知的財産担当者が協力して戦略的に判

断し，決定していくことが肝要である。ところ

が，現場の実態は必ずしもそうなってはいない

のである。

東京農工大学大学院技術経営研究科（MOT）

は，2008～2010年の３年間，経済産業省の研究

資金を得て，「国際標準化教育コンテンツの開

発」に取り組んでいるが，その一環として実施

している「国際標準化と知的財産に関する研究」

に関連して，国際標準化活動に関連の深い企業

の標準化担当者にヒアリングを行った。

その結果，多くの担当者が標準化活動におけ
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る特許情報調査の必要性を認めながらも，「電

子関連商品の場合，関連特許は10万件，15万件

に上り，とても収集・解析の対象とすることは

できない。」，「関係する研究者が特許情報調査

を行っているが，標準化担当者はそれに関与し

ていない。」，「特許情報調査を行い標準との関

係を検討することは米国の三倍賠償問題との関

係で憚られる。」，「知的財産部は標準化担当者

が自社の保有特許を標準化の議論の中で開示す

ることを嫌っているため，我々は十分な情報を

得ていない。」等の意見が述べられた。こうし

た発言から明らかな通り，日本企業の標準化活

動は，精緻な特許情報解析をベースに，三位一

体で行われているとは言い難いのである。

（1）日本企業を巻き込んだ事例

NPE（Non-Practicing Entities，特許不実施

主体）によって仕掛けられる特許係争問題が米

国では大きな問題になっている。米国パテン

ト・フリーダム社の調査によれば，09年１月時

点で確認されているNPEは220社にのぼり，98

年には訴訟件数の2.6％に過ぎなかったNPEに

よる訴訟は，08年には16.9％に上昇している９）。

中でもパテントトロール（明確な定義がある

わけではないが，一般的には，自身は事業を行

わず保有する特許権に基づいて法外な損害賠償

を獲得することを業とするものを指す。NPE

の中には大学，公的研究機関も含まれており，

NPEの全てがパテントトロールというわけで

はもちろんない。）による特許係争問題が米国

では大きな問題となっており，現在，米国議会

で議論の進んでいる特許法改正の一つの焦点は

パテントトロール対策と言われている10）。

しかしながらこの問題は今や決して「対岸の

火事」ではなく，日本企業にとっても大きな問

題であり，かつ国際標準化活動の拡大に伴って

ますますその被害も拡大していくと考えられる。

2．3 パテントトロール問題

米国フォージェント社は J PEG（ J o i n t

Photographic Experts Group，静止画像デー

タの圧縮方式に関する標準）が広く使用される

ようになった後において，この標準に関する必

須特許（標準を実施すれば，不可避的に侵害し

てしまう特許）を保有することを突如公表し，

世界の数十の企業（その内の11社は日本企業）

に警告状を送付した。この事例は国際標準化の

世界においては，ホールドアップ問題（標準が

実施された後において，必須特許権者が高額の

損害賠償を請求する行為）の一例として著名で

あるが11），フォージェント社がJPEGの実施者

ではなかったことからパテントトロール問題と

して捉える識者もいる12）。

警告状を受け取った日本企業の内の２社は

早々とライセンス料を支払ったが，その額はそ

れぞれ1,620万ドル，1,500万ドルと推定されて

いる。その他の31社（内，９社が日本企業）は，

フォージェント社保有特許の特許性及び侵害性

に疑義があるとして態度を保留していたとこ

ろ，フォージェント社から特許侵害訴訟を起こ

された（2004年２月22日のフォージェント社プ

レスリリース）。これらの訴訟はいずれも和解

に終わったが，各社はフォージェント社に何が

しかのライセンス料を支払ったものと考えられ

ている13）。

（2）どう対処すべきか？

一方，パテントトロールの被害を予防するた

めのビジネスも盛んであり，2008年９月に発足

した米RPX社は，「特許流通市場に売り出され

る特許情報を精査し，顧客に対し訴訟が起こさ

れる可能性の高い特許や訴訟が起こされた場合

に有利に働く特許を買い取る」ことを業として

おり，その保護下に入るために企業は年間３万

5,000ドルから490万ドル（額は企業の営業利益

に比例）を支払う。数社の日本企業がすでにこ

の会員になっていることが報じられている14）。
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このような企業を仮にアンチ・パテントトロ

ールと呼ぶならば，パテントトロールもアン

チ・パテントトロールも，市場からめぼしい特

許を買い上げ，それを梃子にして利潤を生み出

す点では軌を一にしている。違うのは前者が

「差止」を振りかざすのに対し，後者は，「差止

からの保護」を標榜していることである。事実，

RPX社は「メンバー企業に対する永久ライセ

ンスが保障されれば当該特許を市場に売り戻す

ことも考える」と述べている。これは，その特

許をパテントトロールが購入しRPX社の非メ

ンバー企業に対して攻撃を仕掛ける可能性があ

ることを示しており，メンバーへと誘い込むた

めの脅しともいえよう15）。

つまりパテントトロール，アンチ・パテント

トロールのいずれにせよ，正業を営む企業の弱

みを利用して利益を挙げようとするビジネスで

ある点で大きな違いはないのではなかろうか。

それでは，企業の弱みとは何であろうか？　そ

れは自社の事業を脅かすかも知れない特許に対

する防備が十分ではない，ということである。

色々な考え方はあるであろうが，このような問

題に対する最善の対応策は，組織を挙げ，三位

一体で，特許情報調査を系統的に実施し，守り

を不断に固めていくことにあるというべきでは

ないであろうか。

パルサミーノ・レポートは，イノベーション

に対する特許情報データベースの重要性に関

し，積極的な提言を行っている。レポートは，

「世界中の特許データベース中に存在する既存

の情報をより効果的に活用すれば，イノベーシ

ョンを加速（turbo-charge）する巨大な可能性

を掘り起こすことができる。」と述べ，

① 特許データを発明のために活用する技術開

発を目指した産学官連携のパイロットプロ

2．4 イノベーションのツールとしての特
許情報データベース

ジェクトの推進，

② 高頻度で引用される特許群の中から有効な

情報を引き出すことができるキーワードの

構築，

③ 諸外国の特許データベース間の相互アクセ

スの確保，

を提言している16）。

一方，日本特許庁は2014年の共用を目指し，

企業・大学におけるイノベーション促進のため

の情報インフラ整備を進めている。目指すシス

テムのイメージは下記の通りである17）。

① 世界中の全ての特許情報と一般技術情報が

シームレスに検索可能となるよう，商用デ

ータベースとの連結を図ると共に，インタ

ーネット上の公開情報を先端技術情報アー

カイブに登録する。

② 高度で取り扱いやすい検索システムとする

ために，分類の充実，シソーラス辞書の構

築と活用，概念検索の導入，多言語文書検

索等の機能を付加する。

このように，イノベーションのツールとして

の特許情報に対する関心が高まっており，その

利用環境の整備も急速に進みつつある。これら

のインフラをいかに効果的に自社事業のリスク

マネジメント，及びプロイノベーション活動の

中に取り込んでいくかが，今後の企業競争力を

左右することになるであろう。

（1）特許情報活動のキーポイント

特許情報活動を進める上でのキーポイントは

下記の２点である。

① 系統的，体系的，網羅的に進めること

② 事業，研究，知財の三位一体で進めるこ

と

多くの場合，企業における特許情報調査は，

事業戦略の策定時，研究開発テーマの探索およ

び決定時，国内外出願時，ライセンス契約時，

3 ．特許情報活動をいかに進めるか
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事業化の可否判断時，係争等のトラブル対応時

等のイベント毎に，それぞれの担当者によって

散発的に行われており，これらの調査結果が相

互に活用されたり，系統的に積み上げられたり

することは少ない。したがって，特許情報調査

はその都度，担当者にとって大きな負担となっ

ている。

筆者の一人が所属していた企業もかつてはそ

のような状況にあったが，1998年に全社統一の

「情報センター」機能を設置して以来，系統的，

体系的，網羅的な特許情報活動を推進してきた。

そのために「情報センター」が展開した特許情

報活動は以下の通りである。

（2）LDB（Local Database）の構築

全ての事業活動，研究開発活動毎にLDB

（図３）を構築する。

LDBとは，事業ないし研究開発テーマに関

連する全ての自他社特許を網羅したデータベー

スであり，事業，研究開発が継続する限り，継

続的に新しい特許情報が積み上げられ，事業，

研究開発の節目毎に見直しが行われ，維持され

る。LDBの構築・維持は，当該事業，研究開

発に関係する研究者，知財担当者，情報担当者

がグループを作って継続的に推進することが望

ましい。

構築されたLDBは，事業部内，研究開発チ

ーム内の全員が机の上のパソコンを用いてアク

セスできるサーバー内に保管される。したがっ

て，LDBは，自社の事業ないし研究開発に関

係する自他社の特許を常に関係者の目にさらす

仕組みということができる。このLDBが，事

業・研究・知財活動のすべての場面で参照さ

れ，かつ重要なイベントにおいて判断・決定の

ベースとして活用されていくことになる。

LDBの構築，維持，活用において最も重要

なことは研究者，知財担当者，情報担当者等関

係者全員の参画の下に系統的に実施することで

あり，そのことによって，事業活動のあらゆる

場面をカバーする体系的で網羅的な特許情報の

蓄積が保証される。

（3）SDB（Strategic Database）の構築

次に，重要な研究開発テーマに関連する

LDBについて，SDBの構築を行う。

SDBとは，LDBに収載された特許明細書中
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の課題，解決手段，用途等に関する用語の統一

（シソーラス化）および戦略上必要な情報の入

力を行ったものである。これによって，課題，

解決手段，用途間の技術的関連性，あるいは出

願人と課題・解決手段・用途との関連性の詳細

な解析が可能となる。

この用語統一は，事業部内，研究開発チーム

内の主要なメンバー，特許担当者，特許情報担

当者が参画して行うのが望ましく，それらの関

係者間で共通用語が設定されることが，事業活

動全般の効率性の向上にも寄与すると考えられ

る。

（4）特許情報の加工，見える化

LDB，SDBを用いて，事業戦略，研究開発

戦略，知的財産戦略に役立てるよう，適宜，情

報の加工，見える化（マップ化）をおこなう。

図４は，LDB，SDBに基づく特許情報解析

の体系図である。マクロ分析とは，主に解析の

軸として時間軸を取り込んだ動向分析のことを

意味しているが，自社事業ないし自社技術が，

競合他社との関係，あるいは技術進化との関係

でどのような位置を占めているのか（ポジショ

ニング）を明確にするのに適している。

セミマクロ分析は，競争力分析と技術分析の

二つに大別することができる。競争力分析とは，

業界におけるライバル企業との間で，特定の技

術課題，解決手段，用途等に関する研究開発及

び権利化状況にどのような差異があるかを明ら

かにするものである。

一方，技術分析は，技術課題，解決手段，用

途等の相互の関連性を解析するもので，新しい

研究課題や代替技術，競合技術の発見及び新し

い出願計画の立案に欠かすことのできない手法

である。

ミクロ分析はこれに対し，主に権利の相互関

係，抵触関係を解析する手法である。

（5）全社的な活動の展開

以上に述べた活動は，社内共通の特許マップ

ソフトを用いて行うのが望ましい。特許マップ

ソフトを用いた情報の加工，見える化の手法に
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ついては，全社教育用テキスト等のツールによ

り全社教育を繰り返し，徹底していくことが必

要である。このような形で全社の活動基盤を標

準化すると，事業現場の先進事例を直ちに横展

開することによって，全社のレベルを速やかに

向上させていくことが可能になる。

さらに，LDB，SDB等のデータベースを全

社一元的に管理する体制を整えれば，活動およ

び情報の網羅性の徹底が図れるであろうし，全

社にわたる技術のシナジー効果の追求，活動の

効率化も期待できると考えられる。

こうした効果を得るためには，情報に関する

センター機能の存在が欠かせないが，それ以上

に重要なことは，経営トップの決意と積極的な

関与であろう。

以上に述べた活動の詳細については，「パテ

ント・ポートフォリオの構築方法」（知財管理

Vol.59, No.2 2009）18）（以下，「構築方法」と略

称する）を参照されたい。

LDB，SDBの構築とその活用は企業内の戦

略活動のベースとなるものであるが，これを有

効に使いこなし活動の成果を挙げるためには一

定の経験が必要であり，そのための教育・訓練

を行うことが望ましい。筆者らは，企業，大学

等でそのような教育・訓練を実際に行ってお

り，教育・訓練の有効性を確認している。以下

に，「ビジネスモデル・イノベーションのため

の特許情報解析」及び「プロダクト・イノベー

ションのための特許情報解析」に関する演習方

法とその実績について解説したい。

（1）演習の趣旨

この演習は，特許情報をベースとし，その他

4．1 「ビジネスモデル・イノベーションの
ための特許情報解析」演習

4 ．特許情報解析をベースとしたイノ
ベーション演習

の情報として，

① 市場動向情報（社会的課題，ユーザーニー

ズ，法規制等），

② 技術動向情報（一般技術論文，総説，イン

ターネット記事等）

を適宜収集し，内部環境分析，外部環境分析を

行った後，事業ドメインの設定，事業の絞込み，

事業戦略，研究開発戦略，知財戦略の立案を行

うことを目指した総合的な戦略策定演習であ

る。

通常の企業活動の中では，事業戦略，研究開

発戦略，知財戦略の立案をそれぞれの担当者が

別々に行っており，担当者全員が集合して総合

的に行うという機会が少ないのが実態であり，

特に，若手の技術者，特許担当者，特許情報担

当者にはそのような機会が恵まれていない。

この演習は，そうした若手の技術者および担

当者が特許情報解析に基づいた戦略策定を仮想

的に経験することによって，彼らの中に大局的

な戦略眼を養うとともに，そのための具体的な

手法を身に付けることを目指した演習である。

なお，演習は５～10人程度を１グループとし

て行うが，グループ員を仮想的に，事業部長，

戦略企画担当，知的財産部員，特許情報担当者

等の担当に振り分けて作業を進めると，効率的

な作業の進行が期待でき，しかもそれぞれの担

当が果たすべき役割についての理解を深めるこ

とができる。

（2）演習の進め方

受講生は下記の手順に基づいて，事業戦略策

定を進める。

１）内外情報収集

受講生は，それぞれの課題に関連する特許情

報を検索し，LDB及び必要に応じてSDBを作

成する。次に，当該技術及び事業領域に関する

① 技術情報（学術論文，新聞情報，企業レポ

ート等），
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② 市場情報（野村総研，矢野経済研究所，マ

ーケティング・データバンク等の各種調査

レポート等），

③ 政府統計19），

④ 業界統計，民間統計等の各種統計，

⑤ 規格・標準化情報20），

⑥ 法規制に関する情報21），

⑦ 企業情報（各企業の公開情報，帝国データ

バンク企業情報等）

を収集する。情報収集において大切なことは，

観点を定めて情報収集に当ることであり，その

ための観点を図５，６に示す。

２）内外環境分析及び事業領域（ドメインな

いしセグメント）の決定

受講生は次にこれらの情報を S W O T

（Strength，Weakness，Opportunity，Threat）

のフレームワーク（図７）に基づいて整理した

後，Ｓ，Ｗ，Ｏ，Ｔの組合せによって，事業戦

略の検討を行う（図８）22）。メインの戦略は自

社の強みと外部環境における機会の双方を活用

できる「積極的攻勢」戦略となるが，弱み，脅

威についてどのように対応するかも重要な検討

事項である。この検討の結果に基づいて次に，

「積極的攻勢」戦略と合致する事業領域（ドメ

インないしセグメント）の絞込みを行う。

３）具体的商品アイテム（あるいはサービス

アイテム）の決定（以下，商品として話

を進める）

２）で決定したドメインないしセグメントに

おいて，自社の優位性を活かせる商品の具体的

なイメージを設定する。これを決定するために

は自他社の特許を読み込んだ上で，経済価値，

希少性，模倣困難性を備えた商品の設計を考え

る23）。その上で，自社の特定の特許ないし特許

群，あるいはその技術の延長線上で今後開発可

能と予想される技術をベースにして，商品を想
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図６　情報収集の観点（その２：外部環境）

図５　情報収集の観点（その１：内部環境）

図８　SWOT分析に基づく戦略策定

図７　情報整理のフレームワーク（SWOT分析）
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定することが大切である。この検討を行うため

には，課題－解決手段系統図の作成とそれに基

づく研究開発課題の創出が有効であるが，この

手法については，次項（４．２　「プロダク

ト・イノベーションのための特許情報解析」演

習）で解説を行う。この商品ないしサービスア

イテムは具体的なものであることが必要で，具

体的である程，次の研究開発戦略，知財戦略の

検討を具体的に進めることができる。

４）商品アイテム決定の是非の検討

ひとまず決定された商品に関し，これが他社

の特許に抵触していないかどうかを構成要件ご

との対比によって判定する。障害他社特許が発

見された場合には，「障害他社特許対策の選択

肢」（図９）に基づいて対応策を検討する。も

し，対策が難しければ，商品アイテム選定のや

り直しが必要となる。必要に応じてこの過程を

繰り返し，障害他社特許をクリアできることを

確認した後，次に進む。

５）研究開発方針及び特許出願方針の立案

次に，決定された商品アイテムを実現するた

めの技術課題を抽出する。この作業は３）で述

べた課題－解決手段系統図を用いて，系統的に

実施することができる。課題－解決手段系統図

を用いて創出された数々のアイデアの内，自社

技術に組み込むものは，当然特許出願の対象と

なるが，自社技術に組み込まないもの（これら

は競合技術ないし代替技術となる可能性のある

技術と言えよう）についても防衛的な出願を検

討することが必要である。さらに，技術分析マ

ップあるいは競争力分析マップを用いて，出願

アイテムを網羅的に検討した上で，従来の保有

特許・特許出願と合わせ，事業をサポートする

のに十分な特許網が構築されるのか否かを確認

する。

６）ビジネスモデルの確認

以上の検討によって，「積極的攻勢」戦略を

推進するための最良の商品設計ができあがった

が，最後に確認しなければならないことは，

「この商品を用いて持続的に最大の利益を得る

ためのビジネスモデルが構築されたのか」とい

う問題である。２．２ プロイノベーション時代

の競争モデルで解説したように，このビジネス

モデルにおいて，大きな市場を確保するために

オープンにすべき部分はどこなのか，一方，ク

ローズド化して収益を上げるべき部分がどこな

のか，を明確にするとともに，それが実現可能

な戦略が描けているのか否かを確認しなければ

ならない。

それを確認する上で，下記の検討を行うこと

が有効である。

① 知的財産の構築をどのように進めるか（「構

築方法」p.124の図１参照）。

知的財産の構築をどのように進めるのか

は，自己の経営資源あるいは他社との権利関

係だけからではなく，将来において自社は原

料・部品･部材から完成品に至る事業の連鎖24）

のどこを実施するのが適切か，その際，どこ

と協業しどこと分業するのが適切か，等を考

慮した上で，検討を行うべきである。

② 研究開発成果の保護・保全をどのように進

めるか（同上，p.125の図２参照）。

研究開発成果を公開するか守秘するかの問
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題は，単に技術の性格（例えばリバースエン

ジニアリングの可能性）からだけではなく，

将来，技術を公開（オープン化）するのか，そ

れともあくまで守秘（クローズド化）するのか

の戦略的な観点からも重要な問題である。例

えば，標準化によって市場を広げることを考

えるのであれば，公開（特許出願）によって標

準化段階での発言権を確保し，たとえRAND

（Reasonable And Non-Discriminatory，合理

的で非差別的）条件であろうとも実施料収入

を獲得することを志向すべきであろう。標準

化の外に置くのであれば，守秘も選択肢とな

るであろう。

これらの問題は，実際の事業展開の中で実現

を図っていくべき課題であるが，そのためにも

事業戦略として確認しておくことが肝要であ

る。

（3）演習事例の紹介

演習の課題として，図10のような課題を与え

る。Aに入るのは具体的な企業名であり，Bに

入るのは具体的な市場ないし技術である。例え

ば，筆者等はこれまでに下記のようなケースを

取り上げて演習を行ってきた。

ア．生分解フィルムの市場における事業展開

対象企業：凸版印刷，三菱樹脂

イ．ノンフライ麺市場における事業展開

対象企業：日清食品，東洋水産，明星食品，

ヤマダイ

ウ．家庭における安否確認関連市場における事

業展開

対象企業：パナソニック，象印マホービン

エ．医療用ステント市場における事業展開

対象企業：テルモ

次に，いくつかの事例について演習内容の紹

介を行いたい。

【事例１】：「凸版印刷」と「生分解性フィルム」

この演習では，生分解性フィルムに関する日

本特許及び特許出願約500件の他に，インター

ネットを介して入手できた内外環境情報を分析

し，その結果に基づいて，凸版印刷の生分解性

フィルム業界におけるSWOT分析を行った

（図11）。その結果，凸版印刷の事業の中で，生

分解性フィルムに関する「強み」と「機会」の

相乗効果が得られると考えられる「包装材料分

野」を対象ドメインとすることを決定した。次

にそのドメインについて，内外情報の収集解析

を行ったところ，凸版印刷としての差別化技術

が使用でき，市場の成長が期待できる領域とし
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図10 「事業戦略の策定」に関する演習課題
図11 生分解性フィルム領域に

おける内外環境分析
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て，「プレス・スルー・パッケージ（PTP）」

が具体的な商品アイテムとして浮かび上がって

きた。PTPとはプラスチックシートを熱成形

して作った窪みに内容物を入れ，開口部をアル

ミ箔などの比較的破れやすい材料で覆ったもの

で，医薬品，食品，サプリメントの包装材料と

して成長している領域である。

次にこのPTP事業の領域について，集中的

な情報収集を行い，これをSWOTで分析した

（図12）。その結果，日本市場において，現時点

では横這い傾向にあるものの，社会・市場・技

術開発の動向を見ると将来性があり，凸版印刷

の保有するハイバリア材料技術，積層化技術，

印刷技術，生産・加工技術等の総合力が活かせ

る商品アイテムであることが結論付けられた。

次にPTP技術に関する特許情報に基づいて，

競合他社との競争力分析及び課題－解決手段分

析を行い，事業戦略，研究開発戦略，特許戦略

を以下の通り纏め上げた。

① 事業戦略

第一ステップ：PTP市場への参入

下記の特性を有する商品を上市する

ａ．全部材が生分解性ポリマー

ｂ．アルミ同等のバリア性

第二ステップ：上記の商品優位性を武器に

市場の拡大を図る

ａ．PTP領域での拡大

ｂ．アルミ箔包材の置き換え

② 研究開発戦略

ａ．全部材が生分解性ポリマーであり，か

つアルミ同等のバリア性を有するPTP

包装材料の開発

ｂ．耐光性，遮光性，カラーバリエーショ

ンの向上

③ 特許戦略

ａ．全部材が生分解性ポリマーであり，か

つアルミと同等のバリア性を有する

PTP材料に関する特許群の構築

ｂ．関連特許の権利化促進

ｃ．障害他社特許に関するアライアンスの

検討

なお，演習では個別の出願アイテムも検討さ

れたが，ここでは割愛する。

【事例２】：「三菱樹脂」と「生分解性フィルム」

この事例も情報解析，事業戦略立案の手順は

事例１と同じであるが，受講生グループが立案

した戦略と同じ戦略が，約１ヵ月後に新聞発表

されるという衝撃的な結果を得たものであるた

め，参考までに紹介したい。

生分解性フィルムに関する約500件の特許情

報の他，この業界におけるメインプレイヤー７

社（三菱樹脂，凸版印刷，東セロ，東洋紡績，

ダイセル，大日本印刷，ユニチカ）の製品開発，

市場展開，市場シェア等の諸情報を解析した結

果，三菱樹脂は，実質的なライバル企業である

東セロ，ユニチカに対し下記のような競合関係

にあることが判明した。

① 特許出願のタイミングと件数ではユニチカ

が先行し，営業的には東セロに先行されて

いる。

② 東セロには特許面（技術面）では勝るが，

多品種対応が可能な生産能力面では負けて

いる。

③ ユニチカとは原料が同じで着眼点も類似し

ているが，特許面では先行されており，特
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図12 PTP事業のSWOT分析
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に包装フィルム市場での競合は困難である。

④ 三菱樹脂はヒートシール性に着眼した包装

材技術に強みを持っているが，権利化が遅

れている。

⑤ 三菱化学グループのプラスチック事業関連

会社は約30社あるが，生分解性プラスチッ

ク関連の開発が分散していてグループとし

ての強みが生かされていない。

以上の解析の結果を踏まえて，受講生グルー

プは次のような結論を導いた。

ア．三菱樹脂単独ではなく，三菱化学グループ

内の生分解性プラスチック事業を統合化し

て開発の無駄をなくすことが必要である。

イ．医療，食器，電子材料包装等に関するグル

ープの技術を活用して，東セロやユニチカ

が開発していない高機能フィルムを提供で

きる新規市場開拓が必要である。

この解析を行った約１ヵ月後に，三菱ケミカ

ルホールディングから，三菱化学グループのプ

ラスチック事業関連会社を統合するとの新聞発

表が行われた。これは偶然の一致ではあるが，

競合会社の立場であっても，入手可能な情報

（特許情報を含む）を丹念に収集し，解析する

ことによって，競合相手の戦略をかなりの程度

予測することが可能であることを示すものと言

えよう。

【事例３】：「明星食品」と「ノンフライ麺」

この事例においては，即席麺に関する約200

件の特許情報の他，この業界におけるメインプ

レイヤー６社（カネボウフーズ，日清食品，日

清製粉，ハウス食品，明星食品，東洋水産）の

製品開発情報及び市場シェア情報を解析した結

果，以下のことが判明した。

① 明星食品は，「冷却後乾燥」という強力な技

術を持っている等，技術力においては競合

他社に勝っている。例えば，ソースが麺に

べたつかない焼きそば，スーパーノンフラ

イワンタン等。

② しかしながら，明星食品はブランド力，販

売力では他社に劣っており，そのため市場

シェアは約10％と日清食品の1/4に留まって

いる。

③ 明星食品が，今後市場シェアを伸ばして生

き残りを図るためには，販売力強化のため

に大規模な資本投入が必要であるが，それ

だけの財務体質を持っていない。

以上の解析結果から，受講生グループは，明

星食品がその優れた技術力を活かして生き残り

を図っていくためには，強力な販売力を持つ日

清食品とのM＆Aが有力な選択肢であるとの結

論を導き出した。

この解析結果から約２ヵ月後に，「明星食品

と日清食品が資本・業務提携で合意した」との

新聞報道がなされた。これも偶然の一致ではあ

るが，事例２の場合と同じことが言えるであろ

う。

（1）演習の趣旨

この演習は，特許情報解析結果に基づいて，

技術系統図を作り上げた上で，上位概念化・下

位概念化又はその他各種のアイデア発想法を用

いて，新しいアイデアの発掘を行うことを目指

したものである。

この手法を用いれば，単にブレーンストーミ

ングを行っただけでは発想することができない

体系的なアイデアの発想が可能になる。さらに

この方法の長所は，他社の今後の特許出願すな

わち潜在的な競合技術，代替技術を予測し，他

社に先行して基本出願から防衛出願に至る体系

的な出願を行うことを可能とするところにあ

る。

（2）演習の進め方

この演習では，特定の技術に関する特許群を，

4．2 「プロダクト・イノベーションのため
の特許情報解析」演習
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課題，解決手段に関するキーワードを用いて解

析する。そのため，課題，解決手段に関するキ

ーワードの統一化（SDB化）が必要である。

SDB化したデータベースから，まず課題－解

決手段マトリクスを作成し，そのマップの中か

ら解析の対象とする特許群（着目する課題，解

決手段に関する特許群。数十件程度の大きさが

望ましい）を抽出する。次にこの特許群を用い

て，課題－解決手段系統図を作り上げる。課

題－解決手段系統図の作成方法については，

「構築方法」を参照して頂きたい。「構築方法」

の中では，アイデアの創出方法として，上位概

念化，下位概念化について記述したが，これに

加えてTRIZ法25）の活用が望ましいのではない

かと考えられる。TRIZ法は，旧ソ連の研究者

アルトシュラーが，多数の特許を調査する中で，

「特許のアイデアのエッセンスには，似たパタ

ーンがしばしば現れる。もしそのパターンを抽

出して学べば，誰でも発明家になれる」と考え

て特許の分析を行い，発明の原理として「40の

原理」を抽出したものである。したがって，特

許情報からアイデアを引き出すための手法とし

ては好適な手法であると考えられる。

（3）演習事例の紹介「富士フイルムはナノイ

ンプリントの離型性に関し，どのような

技術開発を行うべきか」

ナノインプリント技術は光リソグラフィの限

界を打ち破る可能性を持つ技術として開発が進

められているが，離型性（モールドを樹脂層か

らきれいに引き離せるかどうかという性質）と

いう問題を抱えている（図13）。この演習にお

いては，演習の企画者が離型性に関する特許情

報を検索し，その結果得られた26件の特許出願

（表２）を受講生に渡し，受講生がその特許を

解析して，離型性についての新しいアイデアを

創出することを演習の課題とした。その際，あ

る特定の企業の立場で技術を掘り下げていくこ

とが演習として有益であると考え，この演習で

は，富士フイルムを対象企業として取り上げた。

受講生が実施した作業手順と，その結果を以下

に示す。

① 課題－解決手段系統図の作成

受講生は，まず26件の特許明細書を読み込み，

課題と解決手段に関する言葉の統一化（SDB

化）を行い，それに基づいて，課題－解決手段

マトリクスを作成した（図14）。

次にこれを課題－解決手段系統図として整理

した（図15）。

② アイデアの創出
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表２　離型性に関する特許群

図13 ナノインプリント技術

公開番号
2002-
184719
2002-
283354
2003-
077807
2003-
100609
2003-
109915
2003-
332211
2004-
235613
2004-
304097
2005-
159358
2005-
515617
2006-
032423
2006-
054300
2006-
080447

出　願　人

松下電器産業株式会社

ダイキン工業株式会社

松下電器産業株式会社

科学技術振興事業団

産業技術総合研究所
東京理科大学

三菱電機株式会社

日立マクセル株式会社

シャープ株式会社

オブデュキャット　
アクチボラグ
ブルーワーサイエンス
アイエヌシー．

株式会社東芝

旭硝子株式会社

株式会社東芝

公開番号
2006-
086249
2006-
108649
2006-
114882
2006-
137021
2006-
156735
2007-
253544
2007-
320142
2008-
036859
2008-
168480
2008-
189821
2008-
246876
2009-
001002
2009-
056762

出　願　人

松下電器産業株式会社

堀勝；平松美根男
トヨタ自動車株式会社

旭硝子株式会社

旭硝子株式会社

日本電信電話株式会社

凸版印刷株式会社

明昌機工株式会社
兵庫県

凸版印刷株式会社

チッソ株式会社

富士フイルム株式会社

東京応化工業株式会社

早稲田大学
旭硝子株式会社

東芝機械株式会社
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この図から新しいアイデアを創出するための

手掛かりとして，受講生は，「界面を分離する

ためにはどのような方法があるか」について，

ブレーンストーミングを行い，その結果を下記

の４項にまとめた。

ア．表面エネルギーを小さくする

イ．接触面積を小さくする

ウ．界面を分解（反応）させる

エ．界面に力を及ぼす

これらを切り口として用いて，アイデアの創

出を行った結果，図16に示すような課題－解決

手段系統図が得られた。紙幅の関係でここでは

新しいアイデアのみを表示している。

③ 富士フイルム独自の技術の掘り下げ

次に受講生は，これらの技術の中で富士フイ

ルムとしてどの技術に取り組むべきかを検討

し，技術化の具体化を進めた。この技術領域で，

富士フイルムからはレジスト組成に関する技術

が１件出願されている。他分野も含めて，富士

フイルムの技術を特許情報及びその他の技術情
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図14 離型性に関する課題－解決手段マトリクス

図15 離型性に関する課題－解決手段系統図
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報から解析した結果，富士フイルムは光硬化型

樹脂，微粒子の分散技術に強みがあること等が

判明した。

そこで受講生達は金属微粒子を界面に並べ，

これをSPR（Surface Plasmon Resonance）吸

収により急速に励起発熱させて界面での剥離を

促進させる技術を考えた（図17）。なお，これ

が有効なアイデアであるか否かは実験的に検証

することが必要であろう。

紙幅の関係でこれ以上の詳細は紹介できない

が，このように特許情報から，課題－解決手段

系統図を作り上げ，上位概念化，下位概念化に

という発想手段を用いて系統的に技術開発の可

能性を拡大するとともに，TRIZ法等の異なる

発想手段を加えることによって切り口の異なる

斬新なアイデアの創出が可能であり，プロダク

ト・イノベーションの手法として高い有効性を

持っていると考えられる。

日本は食糧，エネルギーの過半を輸入に依存

する小資源国であり，戦後一貫して経済力の発

展を貿易に依存してきたが，今後もその構造が

変わることは無い。したがって，日本が21世紀

に国際社会の中で生き延びていくためには，今

後とも国内産業が国を支えるだけの付加価値を

創出していくことが必要である。少子高齢化が

進行していく日本が付加価値を創出するに当っ

て最も有効かつ適切な資源は情報である。その

情報の中で特許情報は技術情報であるとともに

権利情報であるという「他を持って替えがたい」

性格を持っている。プロダクト・イノベーショ

ン，及びビジネスモデル・イノベーションのた

めにこの貴重な情報を最大限駆使することが，

今強く求められている。本稿がそのために何ら

かの役割を果たすことができれば筆者等の望外

5 ．おわりに

391知　財　管　理　Vol. 60 No. 3 2010

図16 離型性に関する新しいアイデア

図17 離型性に関する新しいアイデア
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の幸せである。

本稿をまとめるに当って，東京農工大学大学

院技術経営研究科，企業研究会特許情報解析研

究会等で実施した演習の成果を利用させて頂い

た。
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